
JP 4257441 B2 2009.4.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読影レポートを作成するためのレポート作成支援システムと接続され、医用画像診断装
置により実行されるスキャンにより得られた医用画像を記憶する医用情報保管装置におい
て、
　前記医用画像診断装置により実行されるスキャンに使用されるスキャン情報及び当該ス
キャンのために取得される位置決め画像を含む共有オブジェクトを、当該スキャンにより
得られた医用画像に関連付けて記憶する記憶部と、
　スキャンにより得られた読影対象の医用画像に基づく読影レポート作成完了通知をレポ
ート作成支援システムから受けて、前記読影対象の医用画像に関連する共有オブジェクト
を前記記憶部から検索し、検索された共有オブジェクトへ当該読影レポートを特定する情
報を挿入するレポート情報挿入部と、
　を備えたことを特徴とする医用情報保管装置。
【請求項２】
　前記レポート情報挿入部は、前記レポート情報を今回レポート情報として挿入すること
を特徴とする請求項１記載の医用情報保管装置。
【請求項３】
　スキャンにより医用画像を取得するための医用画像診断装置であって、
　前記スキャンのスキャン情報、当該スキャンのために取得される位置決め画像、及び当
該スキャンにより発生された医用画像に対するレポートの情報を含む共有オブジェクトを
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収集する収集部と、
　前記収集された共有オブジェクトを基に作成されたスキャン計画に基づいて医用画像を
発生させる画像発生部と、
　前記収集部にて収集した共有オブジェクトに含まれるレポート情報を含ませて、前記画
像発生部で発生された医用画像に対応付けて共有オブジェクトを生成する共有オブジェク
ト発生部と、
　を備えたことを特徴とする医用画像診断装置。
【請求項４】
　前記共有オブジェクト発生部は、前記レポート情報を前回レポート情報として含ませる
ことを特徴とする請求項３記載の医用画像診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像診断装置、医用画像診断ワークステーション、画像診断レポート作
成支援システム等とネットワークを介して接続される医用情報保管装置及び医用画像診断
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療行為の専門分野は細分化されている。例えば、画像診断においては、患者の
診断画像の取得、取得された診断画像の読影及びレポート作成、レポート結果に基づく診
断結果や治療方針の説明、等の各作業に分割される。各作業は、各専門家（担当の医師又
は担当技師）によって担当され、これら全ての作業によって、患者に対する診断等の医療
行為が達成される。各専門家は、前段の作業において他の専門家が作成した情報に基づい
て、且つ適宜過去の診断情報等を参照することにより、各作業を実行する。これらの作業
は、例えば、診断画像を取得するＸ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置等の医用画像診断装置、診断
画像を記憶するＰＡＣＳサーバ、診断画像を読影するための画像参照装置より行われる。
【０００３】
　図６は、画像診断における医療行為の流れ（患者からの依頼～画像検査まで）の一例を
示した図である。同図に示すように、まず、被依頼医師（主治医）は、患者との問診等に
基づいて検査（スタディ）オーダを作成し、検査技師に伝える（ステップＳａ）。ここで
、オーダとは、オーダシステムを利用して各種医用画像診断装置にネットワーク等を介し
て送られる、次にしなければならない検査の要求である。
【０００４】
　次に、検査技師は、所定の医用画像診断装置を用いて検査を実施し、患部に関する画像
を取得する（ステップＳｂ）。この検査は、例えば医用画像診断装置のモニタ上に表示さ
れる（検査オーダに基づく）検査要求のリストから、所望の検査を選択することで実行さ
れる。従って、検査は、原則検査オーダに従って実施されることになる。しかしながら、
検査の方法や撮影すべき範囲／方向、撮影の条件の判断のためにそれらの情報だけでは不
十分なことがある。その場合は、検査技師は、前回の検査画像、前回のレポート、前回の
レポートに関連付けられたキー画像（診断の根拠となる画像）を参照して、その画像と同
じ画像が得られるように撮影の範囲／方向、撮影条件を勘案し検査を実施している。取得
された画像データは、デジタルとして医用画像診断装置から出力され、例えばＰＡＣＳサ
ーバにおいて保管される。なお、医用画像診断装置及びＰＡＣＳサーバでは、一般に、検
査（スタディ）、シリーズ（一回のスキャン処理を区別するための指標）、画像という階
層に分けて画像を管理している。従って、ある一つの検査において複数回のスキャンが実
行された場合には、その検査に対応する複数のシリーズ情報が対応付けて記憶され、また
、各シリーズには、そのシリーズ（すなわち、そのスキャン処理）に対応する複数の画像
が対応付けて記憶されることになる。
【０００５】
　次に、放射線科の読影医は、検査オーダに対応した読影レポートを作成する（ステップ
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Ｓｃ）。この際、前回の画像診断の根拠となった画像、すなわち前回レポートと関連付け
られたキー画像と、今回の検査画像を比較して診断することが重要となる。従って、放射
線科の読影医は、オーダを参照して依頼内容、及び前回検査のレポートや画像を参照して
読影すべきポイントを確認し、今回検査の画像を読影（画像診断）する。
【０００６】
　次に、依頼医師は、作成されたレポートを参照して、画像診断の結果を判断する（ステ
ップＳｄ）。すなわち、依頼医師は、レポートに関連付けられたキー画像（診断根拠画像
）を同時に参照しながらレポートの内容を解釈し、図示していない他の情報と統合して診
断を行い、治療を行うことになる。
【０００７】
　なお、本願に関連する公知文献としては、例えば次のようなものがある。
【特許文献１】特開平９－８１６４６号
【特許文献２】特開平６－９０９３８号
【特許文献３】特開２００３－１６４４４２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の医用画像診断システムにおいては、次のような問題がある。
【０００９】
　過去の検査との比較診断を行うにあたって、今回の検査内容を過去の検査内容に近づけ
たいという要望があるが、従来のシステムでは、検査技師がファイルサーバーに記憶され
た過去検査の画像或いはフィルム画像を参考にして検査計画を立てたり、過去検査の画像
に付帯された情報を使って検査計画を立てていた。しかしながら、過去の検査画像或いは
フィルム画像は基本的に読影に用いられるためのものであり、検査（撮影）の参考として
用いることを目的としたものではない。従って、今回の検査に必要な情報を十分に取得で
きず、過去画像等から想像して設定する項目があったり、前回と同じ設定ができない撮影
条件が出てしまうという問題がある。特に、ＭＲＩ画像やＸ線ＣＴ画像のような断面画像
では、検査技師は撮影位置、再構成範囲等に関する情報を把握することは困難である。
【００１０】
　また、一般に、寝台天板上での患者の位置、姿勢は、設定時の（患者、装置操作者両方
の）状態により前回と異なることが多いため、前回検査の撮影計画（スキャン範囲、再構
成位置等）をそのまま利用するだけでは、比較診断のための十分な精度を確保できない場
合がある。
【００１１】
　本発明は、過去の医療情報を広い適用性をもって高精度で再現可能な共有情報を生成す
ることができ、また、当該共有情報を有効に利用することができる技術を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、読影レポートを作成するためのレポート作成支援システムと
接続され、医用画像診断装置により実行されるスキャンにより得られた医用画像を記憶す
る医用情報保管装置において、前記医用画像診断装置により実行されるスキャンに使用さ
れるスキャン情報及び当該スキャンのために取得される位置決め画像を含む共有オブジェ
クトを、当該スキャンにより得られた医用画像に関連付けて記憶する記憶部と、スキャン
により得られた読影対象の医用画像に基づく読影レポート作成完了通知をレポート作成支
援システムから受けて、前記読影対象の医用画像に関連する共有オブジェクトを前記記憶
部から検索し、検索された共有オブジェクトへ当該読影レポートを特定する情報を挿入す
るレポート情報挿入部と、を備えたことを特徴とする医用情報保管装置である。
　請求項３に記載の発明は、スキャンにより医用画像を取得するための医用画像診断装置
であって、前記スキャンのスキャン情報、当該スキャンのために取得される位置決め画像
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、及び当該スキャンにより発生された医用画像に対するレポートの情報を含む共有オブジ
ェクトを収集する収集部と、前記収集された共有オブジェクトを基に作成されたスキャン
計画に基づいて医用画像を発生させる画像発生部と、前記収集部にて収集した共有オブジ
ェクトに含まれるレポート情報を含ませて、前記画像発生部で発生された医用画像に対応
付けて共有オブジェクトを生成する共有オブジェクト発生部と、を備えたことを特徴とす
る医用画像診断装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、共有オブジェクトにレポート情報を挿入するようにしたので、共有オ
ブジェクトに挿入された前回レポート情報を利用すれば、画像診断レポート作成支援シス
テムに、自動で前回レポート情報を表示することができるようになり、レポート情報を探
す準備の時間が削減でき、読影効率を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１５】
　本発明の発明者は、過去の医療情報を広い適用性をもって高精度で再現可能な共有情報
を生成し、また、当該共有情報を有効に利用するために、次のような提案を行っている。
この提案では、医用画像診断装置、医用情報保管装置、医用画像診断ワークステーション
、及び画像診断レポート作成支援システムを備えたシステムにおいて、その検査の撮影情
報やキー画像情報、撮影時に参照した検査情報を保持するオブジェクト(共有オブジェク
ト)を生成し、管理するようにしている。この共有オブジェクトは、過去の医療行為実施
時において使用された情報（例えば、位置決め画像、撮影位置、撮影範囲、撮影条件、画
像生成条件等）を有効に利用するために、画像情報と付帯（文字または数値）情報とから
なる。そして、この共有オブジェクトは、通常の画像データとは分離した情報の実体（例
えばファイル）として、それぞれの装置やシステムで生成され、保存・管理される。
【００１６】
　具体的には、共有オブジェクトは、画像情報と、オブジェクト固有情報、人体座標情報
、撮影条件、画像生成条件、キー画像情報の少なくとも１つの付帯情報とを含んでおり、
それらの情報の概略は以下の通りである。
【００１７】
（１）画像情報：位置又は範囲を参照するための一つまたは複数の位置決め画像（例えば
、Ｘ線ＣＴ装置で用いられるスカウト画像、ＭＲＩ装置で用いられるパイロットスキャン
によるコロナル像等）である。ここで、範囲とは、実際に医用画像診断装置がＸ線や高周
波等によりエネルギーを供給し、検出器が供給されたエネルギーに基づく信号検出或いは
画像生成の対象とする物理範囲である。
【００１８】
（２）オブジェクト固有情報：１のオブジェクトと他のオブジェクトを区別するため、又
は１のオブジェクトと他のオブジェクトとの関連性を示すための情報である。例えば、オ
ブジェクト識別子（オブジェクトＵＩＤ）、親オブジェクト識別子（親オブジェクトＵＩ
Ｄ）、関係シリーズ識別子（関係シリーズＵＩＤ）、当該シリーズ識別子（当該シリーズ
ＵＩＤ）を含む。
【００１９】
　なお、各ＵＩＤによって特定されるデータとは、リンクが張られている、従って、各Ｕ
ＩＤに基づいてリンク先のデータにアクセスすることで、その画像群の派生の検査経過を
迅速に辿ることが可能になる。また、共有オブジェクトの作成日、作成時間をオブジェク
ト固有情報に含めても良い。
【００２０】
（３）人体座標情報：スキャンによって取得された画像群が持つ座標系（一般的には、絶
対寝台位置または相対寝台位置を基準とする装置毎の座標）とは異なり、画像上の人体構
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造を基準とした座標（人体基準座標）に関する情報である。
【００２１】
（４）撮影条件：撮影動作によって患者から画像生成の元となる物理的なデータを収集す
るために必要な物理的条件である。この条件の内容は、モダリティの種類に依存する。
【００２２】
　例えば、Ｘ線ＣＴ装置の撮影条件は、スキャンの開始位置と範囲（寝台移動量）、Ｘ線
管球のＫＶ／ｍＡ、得られる画像スライスの総幅に対する１回転での寝台移動量（ビーム
ピッチ）といった物理量である。しかしながら、撮影条件の内容は、この例に拘泥されな
い。例えば、検査時の被検体挿入方向（装置に足から入るか頭から入るかの情報）、造影
剤投与の有無、投与量、薬剤の種類、患者の体位（診断上で寝る方向、姿勢）等を含める
構成としてもよい。さらに、最近は被曝低減のために一定の画質になるようにＫＶ／ｍＡ
を自動制御する機能があるが、そのような場合は、制御量である画像ノイズ（ＳＤ値）を
撮影条件に含める構成としてもよい。
【００２３】
　また、例えばＭＲＩ装置の場合は、撮影範囲、患者の挿入方向や体位、磁場強度、パル
スシーケンス、検出コイル種類、検出コイルの設置場所、心電同期、呼吸同期の有無、寝
台送風の有無、撮影中心の身体部位、装着位置といったパラメータを撮影条件に含めるこ
とができる。
【００２４】
（５）画像生成条件：撮影によって得られた物理データから画像を再構成するためのパラ
メータであり、例えば再構成範囲、時相、画像の位置、方向、厚さ、ＦＯＶ（拡大率）、
再構成関数等のフィルタ処理パラメータなどである。また、この画像生成条件には、各種
医用画像診断装置や画像参照装置において実行されるボリュームレンダリングやＭＰＲ処
理等の画像処理において使用される条件も含まれる。例えば、ＭＰＲ処理の場合は、基準
座標と法線ベクトル、スライス厚、範囲などが相当する。
【００２５】
（６）キー画像情報：ＰＡＣＳ側のコンポーネントで読影や画像診断の段階で付されるキ
ー画像の位置、方向、画像処理に関する情報等である。各装置の共有オブジェクト生成部
は、ＰＡＣＳの画像参照装置に表示して特定の画像をキー画像として指定したタイミング
、あるいはレポートへの貼り付け操作、レポート文章との関連付け操作（ハイパーリンク
）等を行ったタイミングで、該当する画像をキー画像として認識する。画像参照装置は、
認識した画像が含まれるシリーズの共有オブジェクトを検索して特定する。その画像の識
別子たとえばＤＩＣＯＭ規格のSOPInstanceＵＩＤ、ｚ軸座標位置あるいは、観察時の方
向、拡大率、ＷＷ／ＷＬといった情報をキー画像情報として保持する。また、ＭＰＲを作
成した場合は、画像生成条件と同様にキー画像となるＭＰＲ画像についての位置や方向、
生成条件を用いてもよい．
　以上の付帯情報を共有オブジェクトとして保持することによって、検査読影開始時に前
回画像と比較可能な画像を漏れなく適正に撮影することができるようになる。なお、共有
オブジェクトは、上記に示した全ての情報を有する必要はなく、過去の医療行為実施時に
おいて使用された情報を有効に利用可能とするものであれば、利用される装置や目的に応
じてその内容は種々変更可能である。例えば、医用画像診断装置（モダリティ）に用いる
共有オブジェクトは、患者ＩＤ、スキャン範囲（再構成範囲）に関係する位置情報、ラン
ドマークからなる付帯情報と、画像情報としてのリファレンス像とから構成することもで
きる。また、ＰＡＣＳに用いる共有オブジェクトでは、患者ＩＤ、キー画像の位置情報・
ランドマークからなる付帯情報と、画像情報としてのリファレンス像から構成するとして
もよい。さらに、リファレンス像を必要とせず、単に過去の撮影条件等のみを利用する仕
様を望む場合には、撮影条件等を含む付帯情報のみからなる構成にて共有オブジェクトを
生成すればよい。
【００２６】
　ところが、上記の技術では、
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　（１）画像診断レポート作成支援システム上で過去の複数のレポートを表示しなければ
ならず、目的のレポート情報を探す準備にシステムとして時間がかかっている。　
　（２）画像診断レポート作成支援システム上で過去の複数のレポートから、前回のレポ
ートを探す必要が発生し、読影効率が低下する。
【００２７】
という課題が生じている。
【００２８】
　そこで、本発明では、共有オブジェクトに今回のレポート情報（以下、「今回レポート
情報」と称する）を含ませるようにしている。なお、共有オブジェクトには、今回レポー
ト情報に加えて、前回のレポート情報（以下、「前回レポート情報」と称する）も含まれ
る場合がある。これによって、今回の検査に対するレポートを作成するときに、前回の共
有オブジェクトを調査するか、今回共有オブジェクトの前回レポート情報（例えばレポー
トＵＩＤなどそのレポートを一意に特定できる情報や前回レポート情報そのもの）を利用
すれば、画像診断レポート作成支援システムに、自動で前回レポート情報を表示すること
ができるようになり、レポート情報を探す準備の時間が削減でき、共有オブジェクトによ
る読影効率を向上する手段が提供できる。
【００２９】
　以下、具体的に説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る医用情報保管装置を含む
医用画像診断システムの概略構成を示す図である。本実施形態に係る医用画像診断システ
ムは、医用画像診断装置１０と、医用情報保管装置２０と、医用画像観察装置３０と、医
用レポート作成支援システム４０を備え、各装置がＬＡＮ５０（有線無線を問わず、また
広域のネットワークでも、専用の通信回線でも良い）により相互に通信可能に接続されて
いる。
【００３０】
　医用画像診断装置１０で、検査用の画像が撮影され、撮影された画像は、デジタル画像
としてＤＩＣＯＭフォーマットで医用情報保管装置２０へ送信される。その画像は、医用
画像観察装置３０で参照される。
【００３１】
　共有オブジェクトはシリーズ単位で構成され、上述したように、その検査を再現するた
めの撮影範囲や撮影条件、撮影時に参照した過去検査の情報とリファレンス画像から成り
、検査撮影時に医用画像診断装置１０にて他の画像と併せて生成される。生成後、他の画
像と同様に医用情報保管装置２０にて保存される。
【００３２】
　図２を参照して、共有オブジェクトへレポート情報を挿入するための構成を説明する。
図２は、共有オブジェクトへレポート情報を挿入するための構成を示すブロック図である
。
【００３３】
　医用画像診断装置１０は、スキャン計画部１１と。画像発生部１２と、共有オブジェク
ト発生部１３と、データ送信部１４とを備えている。
【００３４】
　スキャン計画部１１は、同一患者の過去検査の共有オブジェクト情報を検索し、取得す
る。またその情報元に、ユーザにスキャン計画を立案させ、当該スキャン計画を実行させ
る。
【００３５】
　画像発生部１２は、スキャン計画に基づいて画像を発生させる。
【００３６】
　共有オブジェクト発生部１３は、今回の撮影条件などを含めて、上記したような共有オ
ブジェクトを作成する。また、本実施形態では、更に前回の共有オブジェクトの中にある
レポート情報を前回レポート情報として新規に作成される共有オブジェクトに継承して挿
入する。なお、レポート情報は、今回スキャン計画で利用されたものも含む。そして、画
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像とその情報を、データ送信部１４に渡す。
【００３７】
　データ送信部１４は、渡されたデータを送信する。
【００３８】
　医用情報保管装置２０は、画像データ受信部２１と、受信データ分析部２２と、通常デ
ータ登録部２３と、共有オブジェクトデータ情報分析部２４と、共有オブジェクトデータ
抽出情報登録部２５と、データ保管部２６と、データベース２７と、共有オブジェクトへ
今回（前回）レポート情報挿入部２８と、保管データの配信部２９とを備えている。
【００３９】
　画像データ受信部２１は、データ送信部１４から送信された画像データの受信処理を行
う。
【００４０】
　受信データ分析部２２は、受信したデータが共有オブジェクトデータか或いは通常のＤ
ＩＣＯＭデータかを判断して、受信したデータが共有オブジェクトデータであれば、共有
オブジェクトデータ情報分析部２４にデータを出力し、受信したデータがＤＩＣＯＭデー
タであれば、通常データ登録部２３にデータを出力する。
【００４１】
　通常データ登録部２３は、受信データ分析部２２から出力された共有オブジェクトデー
タでない画像データ（すなわち、ＤＩＣＯＭデータ）をデータ保管部２６とデータベース
２７に登録する。
【００４２】
　共有オブジェクトデータ情報分析部２４は、受信データ分析部２２から出力された共有
オブジェクトデータから必要な情報（例えば、スキャン情報）を抽出し、当該情報を共有
オブジェクトデータ抽出情報登録部２５に送る。
【００４３】
　共有オブジェクトデータ抽出情報登録部２５は、共有オブジェクトデータをデータ保管
部２６に登録し、共有オブジェクトデータから抽出した情報をデータベース２７に登録す
る。
【００４４】
　データ保管部２６は、共有オブジェクトデータ抽出情報登録部２５から受け取ったデー
タを適切な場所に書き込み・保管する。この場合において、保管場所が決まったとき、削
除されたとき、または変更になった場合などに、データベース２７と通信し、データベー
ス２７の修正を行う。なお、データ保管部２６は、複数のＨＤＤやＮＡＳ等であれば良く
、医用情報保管装置２０でなく、別の場所にあってもよい。
【００４５】
　データベース２７は、管理している検査を特定するための情報、共有オブジェクトデー
タの情報および特定するための情報、及びデータの保管場所などを管理しているデータベ
ースである。
【００４６】
　共有オブジェクトへ今回（前回）レポート情報挿入部２８は、検査の読影レポート作成
完了時点に共有オブジェクトへレポート情報を追記（挿入）し、レポート情報が挿入され
た共有オブジェクトをデータ保管部２６に渡す。ここで、データベース２７の更新が必要
な場合はデータベース２７の更新も行う。
【００４７】
　保管データの配信部２９は、スキャン計画部１１や共有オブジェクト情報収集部４２の
要求に応じて、データベース２７やデータ保管部２６から共有オブジェクトデータや画像
データを要求元であるスキャン計画部１１や共有オブジェクト情報収集部４２に配信する
。この場合において、画像データは、データ保管部２６と直接要求元がやり取りするよう
にしても良い。
【００４８】
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　医用レポート作成支援システム４０は、レポート作成指示部４１と、共有オブジェクト
情報収集部４２と、前回レポート情報取得部４３と、前回レポート表示部４４と、今回レ
ポート作成部４５と、を備えている。
【００４９】
　レポート作成指示部４１は、ユーザの要求に基づいて、指定検査のレポート作成開始指
示を関連機能に指示する。
【００５０】
　共有オブジェクト情報収集部４２は、指定検査に対して図示しない画像を表示する機能
に指定画像を表示するように指示するとともに、それに関連している共有オブジェクトを
収集する。そして、収集した情報を、前回レポート情報取得部４３に渡す。なお、共有オ
ブジェクト情報収集部４２は、共有オブジェクトでなく、情報だけ収集するようにしても
よい。
【００５１】
　前回レポート情報取得部４３は、共有オブジェクト情報収集部４２で収集された情報を
解析して、前回レポート情報を特定し、その情報を前回レポート表示部４４に渡す。なお
、共有オブジェクトに前回レポート情報がある場合はそれを利用するものとする。共有オ
ブジェクトに前回レポート情報がない場合には、共有オブジェクトに前回共有オブジェク
トＵＩＤを挿入しても良いし、StudyInstanceＵＩＤと主に使用された共有オブジェクト
の中にあるレポート情報を前回レポート情報とみなしても良い。
【００５２】
　前回レポート表示部４４は、前回レポート情報取得部４３から渡された前回レポート情
報を適切な位置に表示する。
【００５３】
　今回レポート作成部４５は、ユーザにレポートの作成を促し、ユーザが検査の読影レポ
ート作成を完了した時点で、今回（前回）レポート情報挿入部２８へ今回作成されたレポ
ート情報を報告する。
【００５４】
　上記のように構成された本実施形態に係るシステムにおいて、各装置（システム）にお
けるレポート情報に関する処理を、フローチャートを参照して説明する。
【００５５】
　医用画像診断装置１０で前回レポート情報として新規に作成される共有オブジェクトに
継承挿入する処理の流れを、図３を参照して説明する。
【００５６】
　スキャン計画部１１は、スキャン準備を開始し、今回のスキャン計画立案のために、共
有オブジェクトを検索し、利用する（ステップＡ１）。そして、スキャン計画部１１は、
使用する共有オブジェクトを決定し、スキャン計画を立案する（ステップＡ２）
　画像発生部１２は、被検体をスキャンし、画像を発生させる（ステップＡ３）。そして
、共有オブジェクト発生部１３は、使用した共有オブジェクトにレポート情報が発見でき
たかどうかを判定し（ステップＡ４）、レポート情報があれば（ステップＡ４のＹｅｓ）
、前回レポート情報として新規に作成する共有オブジェクトにその情報を挿入する（ステ
ップＡ５）。また、共有オブジェクト発生部１３は、共有オブジェクトを適切に保管する
（ステップＡ６）。
【００５７】
　また、共有オブジェクト発生部１３は、ステップＡ４において、レポート情報がなけれ
ば（ステップＡ４のＮｏ）、新規に共有オブジェクトを作成し、適切に保管する（ステッ
プＡ７）。なお、作成された共有オブジェクトは、データ送信部１４により、画像データ
受信部に送信される。
【００５８】
　医用情報保管装置２０での共有オブジェクトへの今回（前回）レポート情報挿入処理の
流れを、図４を参照して説明する。図４は、医用情報保管装置２０での共有オブジェクト
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への今回（前回）レポート情報挿入処理の流れを示す図であって、特に、今回（前回）レ
ポート情報挿入部２８の動作を示すフローチャートである。
【００５９】
　今回（前回）レポート情報挿入部２８は、今回のレポート作成時に主として使用された
共有オブジェクトを検索する（ステップＢ１）。そして、今回レポート情報をその共有オ
ブジェクトに挿入する（ステップＢ２）。
【００６０】
　今回（前回）レポート情報挿入部２８は、前回レポート情報が発見できたかどうかを判
定し（ステップＢ３）、発見できた場合は、前回レポート情報も共有オブジェクトに挿入
する（ステップＢ４）。
【００６１】
　そして、今回（前回）レポート情報挿入部２８は、共有オブジェクトをデータ保管部２
６に保管する（ステップＢ５）。また、必要に応じて、データベース２７の更新も行う。
【００６２】
　なお、ステップＢ３において、前回レポート情報が発見できなかった場合には（ステッ
プＢ３のＮｏ）、今回レポート情報のみをもつ共有オブジェクトを、データ保管部２６に
保管する（ステップＢ６）。また、必要に応じて、データベース２７の更新も行う。
【００６３】
　医用レポート作成支援システム４０での前回レポート表示処理の流れを、図５を参照し
て説明する。
【００６４】
　共有オブジェクト情報収集部４２は、共有オブジェクト情報を収集し、前回検査の共有
オブジェクトから前回レポート情報がある場合はそれを収集する。なければ、過去検査の
共有オブジェクトの関連から前回レポート情報を探しだす（ステップＣ１）。
【００６５】
　前回レポート情報取得部４３は、共有オブジェクト情報収集部４２で収集された情報を
解析して、前回レポート情報があるかを判定する（ステップＣ２）。ステップＣ２におい
て、前回レポート情報がある場合には（ステップＣ２のＹｅｓ）、前回レポート表示部４
４は、前回レポートを最適な位置に表示する（ステップＣ３）。そして、今回レポート作
成部４５は、ユーザにより今回レポート作成が行われると（ステップＣ４）、その完了時
点で、今回レポート情報を医用情報保管装置２０の今回（前回）レポート情報挿入部２８
に送信する（ステップＣ５）。
【００６６】
　ステップＣ２において、前回レポート情報がない場合には（ステップＣ２のＮｏ）、今
回レポート作成部４５は、ユーザにより今回レポート作成が行われると（ステップＣ６）
、その完了時点で、今回レポート情報を医用情報保管装置に送信する（ステップＣ７）。
【００６７】
　上記のように、本実施形態では、医用画像診断システムにおいて、検査の読影レポート
作成完了時点での共有オブジェクトへ今回レポート情報あるいは前回レポート情報を挿入
する機能と、過去レポート一覧上で自動的に今回あるいは前回共有オブジェクトをチェッ
クし、前回レポートを表示する機能をもたせている。これにより、今回あるいは前回の共
有オブジェクトの前回のレポート情報を保管・表示できるようになると共に、過去レポー
ト一覧上で自動的に前回レポートが自動的に表示される。なお、前に利用した共有オブジ
ェクトは、共有オブジェクトＵＩＤなどを作成し、保存・管理する方法と、StudyInstanc
eＵＩＤと主に使用された共有オブジェクトにより判明するようにしても良い。
【００６８】
　また、医用画像診断装置１０で、今回検査を撮影する際、前回検査の共有オブジェクト
内の前回レポート情報を継承し、新規共有オブジェクトを生成する機能をもたせ、医用情
報保管装置２０はその情報を管理・配信する機能を持たせている。これにより、必要なと
きに、前回のレポート情報をいつでも取り出せるようになる。また、経過観察を要する患
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者の今回検査を読影する際、医用画像診断ワークステーション上ではビューア画面上に比
較すべき前回検査の画像、画像診断レポート作成支援システム画面上に確認すべき前回検
査の読影レポートが自動的に再現され、比較対象を探す手間を省略できる。
【００６９】
　また、本実施形態では、共有オブジェクトに前回レポート情報を集約するため今回の共
有オブジェクトだけで前回のレポート情報ももつことが可能となり、前回レポート情報を
探すために、前回の共有オブジェクトが必要ではなくなる。しかし、医用画像診断装置１
０で、今回検査を撮影する際には、前回検査の共有オブジェクト内の前回レポート情報を
継承し、新規共有オブジェクトを生成する機能が必要となる。また、共有オブジェクトに
は、今回レポート情報と前回レポート情報を同時に両方もつようにしても良い。
【００７０】
　本発明は、上記各実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨を逸脱し
ない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記各実施形態には、種
々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合せにより
種々の発明が抽出され得る。
【００７１】
　また、例えば各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、
発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている
効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の一実施形態に係る医用情報保管装置を含む医用画像診断システムの概略
構成を示す図である。
【図２】共有オブジェクトへレポート情報を挿入するための構成を示すブロック図である
。
【図３】医用画像診断装置１０で前回レポート情報として新規に作成される共有オブジェ
クトに継承挿入する処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】医用情報保管装置２０での共有オブジェクトへの今回（前回）レポート情報挿入
処理の流れを示す図であって、特に、今回（前回）レポート情報挿入部２８の動作を示す
フローチャートである。
【図５】医用レポート作成支援システム４０での前回レポート表示処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図６】画像診断における医療行為の流れ（患者からの依頼～画像検査まで）の一例を示
した図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０…医用画像診断装置
　１１…スキャン計画部
　１２…画像発生部
　１３…共有オブジェクト発生部
　１４…データ送信部
　２０…医用情報保管装置
　２１…画像データ受信部
　２２…受信データ分析部
　２３…通常データ登録部
　２４…共有オブジェクトデータ情報分析部
　２５…共有オブジェクトデータ抽出情報登録部
　２６…データ保管部
　２７…データベース
　２８…共有オブジェクトへ今回（前回）レポート情報挿入部
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　２９…保管データの配信部
　３０…医用画像観察装置
　４０…医用レポート作成支援システム
　４１…レポート作成指示部
　４２…共有オブジェクト情報収集部
　４３…前回レポート情報取得部
　４４…前回レポート表示部
　４５…今回レポート作成部
　５０…ＬＡＮ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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